
 

さいたま市告示第５１４号 

 さいたま市イノベーション技術創出支援補助金交付要綱の一部を

改正する告示を次のように定める。 

  

  令和８年３月２６日 

 

              さいたま市長 清 水 勇 人 

 



 

 

さいたま市イノベーション技術創出支援補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 さいたま市イノベーション技術創出支援補助金交付要綱（平成２７年さいたま市告

示第７０７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名 代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金交付申請書 イノベーション技術創出支援補助金交付申請書 

［略］ ［略］ 

  

様式第２号（第８条関係） 様式第２号（第８条関係） 

［略］ ［略］ 

さいたま市長              さいたま市長       □印  

イノベーション技術創出支援補助金交付決定通知書 イノベーション技術創出支援補助金交付決定通知書 

［略］ ［略］ 

  

様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 

［略］ ［略］ 

さいたま市長              さいたま市長       □印  

イノベーション技術創出支援補助金不交付決定通知

書 

イノベーション技術創出支援補助金不交付決定通知

書 

［略］ ［略］ 

  

様式第４号（第１０条関係） 様式第４号（第１０条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名         代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金申請取下書 イノベーション技術創出支援補助金申請取下書 

［略］ ［略］ 

  

様式第５号（第１１条関係） 様式第５号（第１１条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名         代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金補助事業内容変

更等承認申請書 

イノベーション技術創出支援補助金補助事業内容変

更等承認申請書 

［略］ ［略］ 



 

 

  

様式第６号（第１２条関係） 様式第６号（第１２条関係） 

［略］ ［略］ 

さいたま市長              さいたま市長       □印  

イノベーション技術創出支援補助金補助事業内容変

更等承認等決定通知書 

イノベーション技術創出支援補助金補助事業内容変

更等承認等決定通知書 

［略］ ［略］ 

  

様式第７号（第１３条関係） 様式第７号（第１３条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名 代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金補助事業完了報

告書 

イノベーション技術創出支援補助金補助事業完了報

告書 

［略］ ［略］ 

  

様式第８号（第１４条関係） 様式第８号（第１４条関係） 

［略］ ［略］ 

さいたま市長 さいたま市長       □印  

イノベーション技術創出支援補助金交付額確定通知

書 

イノベーション技術創出支援補助金交付額確定通知

書 

［略］ ［略］ 

  

様式第９号（第１５条関係） 様式第９号（第１５条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名 代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金交付請求書 イノベーション技術創出支援補助金交付請求書 

［略］ ［略］ 

  

様式第１０号（第１８条関係） 様式第１０号（第１８条関係） 

［略］ ［略］ 

代表者氏名 代表者氏名        ○印  

イノベーション技術創出支援補助金補助事業財産処

分承認申請書 

イノベーション技術創出支援補助金補助事業財産処

分承認申請書 

［略］ ［略］ 

  

様式第１１号（第１８条関係） 様式第１１号（第１８条関係） 

［略］ ［略］ 

さいたま市長 さいたま市長       □印  

イノベーション技術創出支援補助金補助事業財産処

分承認等通知書 

イノベーション技術創出支援補助金補助事業財産処

分承認等通知書 

［略］ ［略］ 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市イノベーション技術

創出支援補助金交付要綱様式第１号、様式第４号、様式第５号、様式第７号、様式

第９号及び様式第１０号の規定により作成されている様式については、当分の間、

使用することができる。 


